
 

湯川村高齢者コミュニティセンターの指定管理者の公募要領について 

 湯川村高齢者コミュニティセンターの指定管理者になろうとする者を湯川村

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、湯川村公の施設に係る

指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び湯川村高齢者コミュニティ

センター設置条例に基づき、公募する場合の要領は次のとおりとする。 

 

１ 公募する公の施設概要 

(１) 施 設 名：湯川村高齢者コミュニティセンター 

(２) 施設所在地：湯川村大字清水田字川入８番地 

(３) 施 設 面 積：３８３．０８㎡（敷地面積：９０６．９９㎡） 

(４) 諸   室：事務室・大広間・日本間２室・調理室等 

２ 指定管理者が行う業務 

(１) 施設の運営（利用申請受付等）に関する業務 

(２) 施設の維持管理に関する業務 

(３) その他の業務 

３ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

４ 指定の方法 

 応募書類を指定された期間内に湯川村住民課あてに提出すること。 

 指定管理者選定委員会において応募者の書類審査を行い、指定管理者に

しようとする者を選定した後、議会の議決後指定管理者として指定する。 

５ 提出書類 

(１) 別記第１号様式による申込書 

(２) 申込資格を有していることを証する下記の書類 

ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書 

ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類 

エ 別記第２号様式による申込資格に関する申立書 

オ 国税及び地方税の納税証明書（令和７年１１月１日以降に交付され

たもの。）又は、納税義務がない場合にはその理由を記した申立書 

(３) 施設の事業計画書 

(４) 施設管理に係る収支計画書 

(５) 当該団体の経営状況を明らかにする書類 

ア 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に

財産的取引活動をしている団体のみ） 

イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

（作成しているもののみ） 

ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書（既に財産的取引活動をし

ている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の



事業を開始する団体のみ） 

エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書 

オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類または

これに相当する書類 

６ 選定の基準 

別紙「指定管理者の候補者選定要領」による。 

７ 管理の基準 

 自己の所有物と同様に善良な管理者の注意をもって管理すること。 

 また、修繕等する場合において、建物の構造に関わるもの及び高額なも

のについては村が実施する。 

８ 利用料金に関する事項 

 湯川村高齢者コミュニティセンター設置条例第５条の規定の範囲内で利

用料金を徴すること。 

９ その他留意事項 

ア 村長・副村長または議員及びその親族（二親等以内）が当該団体の代

表者またはこれに準ずる地位にある者となっている団体は、指定管理

者にはなることができない。 

イ 指定管理者が行う業務の全部を第三者に委託し、または請け負わせる

ことは禁止する。管理運営上、指定管理者が一部の業務を第三者に委

託を行わせようとする場合は、施設の事業計画書に委託業務の内容・

委託先を記載するとともに、収支計画に委託料を計上すること。 

また、委託先は村内に主たる事業所を有する事業者で、湯川村に入札

参加登録を行っている者を最優先（ただし、村内に主たる事業所を有

する事業者が受託困難な業種は除く。）とし、計画書に記載の委託先等

に変更が生じるときは、あらかじめ村長に申し出ること。 

１０ 提出書類の受付期間 

令和７年１２月１日（月）から令和７年１２月２２日（月）正午まで 

１１ 指定管理者選定委員会について 

 湯川村公の施設の指定管理者選定委員会を湯川村住民課に設置し、委員

の構成については下記のとおりとする。 

・委員長：湯川村副村長 

・委 員：総務課長、住民課長、産業建設課長、教育次長、社会教育課長 

１２ その他不明な点については、「湯川村役場住民課福祉係」（電話０２４１－

２７－８８１０）まで問い合わせください。 

 


